
１・木
人権擁護委員の日　気象記念日　小江戸川越七福神巡りの日　水道週間（～７）
電波利用保護旬間（～10）

２・金 市議会定例会開会（予定）
３・土

歯の衛生週間（～10） 危険物安全週間（～10）
４・日 歯ッピーフェスティバル2006（総合保健センター）

休日当番医＝中内皮膚科（皮）諏訪町21ー28・℡242ー0540
５・月 環境の日　海洋環境保全推進週間（～11）
６・火 芒種
７・水
８・木 呑龍デー
９・金
10・土 時の記念日　広報川越発行日
11・日 休日当番医＝永倉外科胃腸科（外・整外・胃・内・皮・肛）小仙波町２丁目21－２・℡225ー4525
12・月
13・火
14・水
15・木
16・金 青少年を育てる日
17・土 ホタル鑑賞会（北公民館）

18・日
父の日　家庭の日
休日当番医＝永倉耳鼻咽喉科（耳）新宿町１丁目４－12・℡244ー2755

19・月 食育の日
20・火 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（～７／19）
21・水 夏至
22・木
23・金 男女共同参画週間（～29）
24・土

広報川越発行日　ハンセン病を正しく理解する週間（～７／１）
25・日 伊佐沼青空市20周年記念イベント（農業ふれあいセンター）

休日当番医＝永田整形外科（整外・理）通町20ー４・℡225ー8100
26・月
27・火
28・水 成田山のみの市
29・木
30・金

■主な月間　男女雇用機会均等月間　外国人労働者問題啓発月間　食育月間　まちづくり月間　土砂災害防止月間　環境月間
■市税納期　市・県民税（第１期）
＊市議会定例会の詳しい日程等については、議会事務局・℡内線3621にお尋ねください。
●休日の診療機関（電話のかけまちがいに、ご注意ください）
内科・小児科＝川越市立診療所（小

こ

仙
せん

波
ば

町
まち

２丁目45－５・℡223－0601） 受付時間…午前９時～11時・午後１時～３
時・午後８時～10時30分
＊小児科の診療（急患のみ）は、月～金曜日の午後８時～10時にも行っています。
休日当番医＝変更になる場合があります。受診の際は、当日の休日当番医にご確認ください。 受付時間…午前９時～午
後４時
歯科（急患のみ）＝川越市予防歯科センター（三

さん

久
く

保
ぼ

町
ちょう

18－３・℡224－3891） 受付時間…午前９時～11時30分
●市税の収納窓口の延長（６月26日席～30日昔）
午後７時まで収税課・国保年金課（本庁舎２階）の窓口を延長します。市税の納付や納税相談などに、ご利用ください。
問い合わせ…収税課滞納整理担当・℡内線2384$国保年金課国保収納係・℡内線2477

６月（主な行事と休日当番医のお知らせ） MEMO
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写真は、「かわごえ都市景観表彰」
を受賞した建物の看板を、抜粋し
たものです
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